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特別定額給付金給付事業の実施状況等について

１ 申請受付期間

（１）オンライン申請

５月８日午前８時３０分～８月１８日午後１１時５９分

（２）郵送申請

５月１８日～８月１８日（当日消印有効）

２ 問合せ対応

（１）コールセンター ５月１１日～８月３１日

（２）区役所相談窓口 ５月１８日～８月３１日

３ 支給状況（８月２５日現在）

（１）当初申請書送付件数

２０９，５４１件

（２）申請書受付件数（再申請受付分を含む）

①オンライン申請分 １２，１０２件

②郵送申請分 ２１３，２２６件 合計 ２２５，３２８件

（３）支給決定件数

２０６，９１０件

（４）支給決定額

３３，４２０，６００，０００円

４ 申請勧奨及び支援

（１）申請期限のお知らせ（ハガキ）の送付

７月２７日時点における未申請者に対し送付 １６，９１７件

（２）チラシ、ポスターの配布・掲示

区のお知らせ板、区立施設で掲示したほか、各町会・自治会、医師会、歯

科医師会、薬剤師会、介護サービス事業所連絡会に協力要請

（３）区報、区のホームページ等による周知

（４）申請支援

①区民活動センター、すこやか福祉センターにおける申請書記入支援

②アウトリーチチームによる電話、ポスティング、訪問等による個別支援



５ 未申請者等への対応について

（１）特別定額給付金給付対象者であって、申請期間に福祉施設等に入所して

いた等やむを得ない事由により、申請期間内に申請ができなかった者を対

象に、別途申請期間を定めて、特別定額給付金と同様の給付を行うことを

検討している。

（２）特別定額給付金の対象世帯において、支給対象とはならない、特別定額

給付金の基準日以後の一定期間に出生した子どもを対象として、家計支援

策として給付を行うことを検討している。


